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スマホをかざして 

最新情報チェック☞ 

主催：村松商工会・共催：青年部 経営（財務）セミナー  

 社会情勢や経営環境の変化により先行

きの不透明性が増しており、経営におけ

るキャッシュの重要性や、資産形成へ向

けた取組みに係る注目度が法人・個人を

問わずに増しています。 

 本セミナーでは、中小企業診断士であり、経営数字を活用

した企業支援を中心に活躍されている平野康晴先生をお招き

し、中小・小規模事業者に必要な財務戦略についてのセミ

ナーを開催いたします。業種に関わらず必聴の内容となって

おりますので、是非ご参加下さい。 
 

◆日時：令和４年１２月７日㈬  16:30～18:00 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 
※会場では三密対策として、消毒用アルコールやパーテーションの設 

 置等、新型コロナウイルス感染予防に努めます。 

◆講師：平野 康晴（ひらの やすはる）氏［中小企業診断士 ］   

◆申込：11月30日㈬までに村松商工会へお申し込み下さい。 

   （TEL.0250-58-2201 FAX.0250-58-8409） 

 

経営者のための財務戦略セミナー 
将来に備えて法人・個人の財務戦略を徹底解説！ 

 村松商工会では、コロナ禍により消費者

動向が大きく変化する中、ITツールを活用

した企業の広報機能強化を目的として、IT

セミナーを開催します。 

 当日は、厳しい経営環境に対し、SNS等

のITツールを活用することで立ち向かう企

業の最新事例を基に、事業規模を問わずに

今すぐ実践可能かつ成果に繋がる販促手法をわかりやすく解

説いたします。業種問わず、どなたでもお申し込みいただけ

ますので、ぜひこの機会をご活用下さい！ 

◆日時：令和４年１１月２２日㈫  14:00～15:30 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 
※会場では三密対策として、消毒用アルコールやパーテーションの設 

 置等、新型コロナウイルス感染予防に努めます。 

◆講師：本間 大輔（ほんま だいすけ）氏［中小企業診断士 ］ 

◆申込：11月16日㈬までに村松商工会へお申し込み下さい。 

    （TEL.0250-58-2201 FAX.0250-58-8409） 

 ～成果に繋がる情報発信のポイントとは!?～ 

 最新の事例に学ぶＩＴ・ＳＮＳ活用セミナー 

 主催：村松商工会 情報化（ＩＴ・ＳＮＳ活用）セミナー 

●補助対象経費 

令和４年４月１日以降に以下の物を購入した経費 

①医療用抗原検査キット（体外診断用医薬品に限る） 

②フェイスシールド及びマスク  ③ゴーグル 

④防護服  ⑤アルコール等消毒液 

●提出書類 

①申請書兼請求書 ②申請する対象経費の一覧表 

③営業実態がわかる書類の写し（営業許可証・納品書控え・ 

 公共料金の領収証など） 

④経費支払時の領収書等（日付・品目・金額がわかる書類） 

⑤振込先口座の通帳の写し 

※抗原検査キット購入の場合は「対外診断用医薬品」である 

 ことが確認できる書類または、製品写真を添付する必要が 

 あります。 

●書類提出・お問合せ先 

 五泉市商工観光課 商工係     

  〒959-1825 五泉市太田1094-1  

   TEL.0250-43-3911（代表） 

申請受付期限：令和５年１月３１日(火) ※締切日消印有効 

 五泉市では、新型コロナウイルス感染症の

拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、 

感染拡大防止に資する消耗品の購入費用に対

して補助金を交付します。 

●対象者 

 五泉市内に本店がある個人事業主または法人であり、従業

員が10人以下（パート・アルバイト・法人役員を除く）の

事業者が対象。 

 ※フランチャイズ加盟店・チェーン店を除く。 

 ※国及び県から同様の補助金交付を受けている場合は対象 

  外となります。 

●支給額 

 上限２万円（1事業者1回まで・千円以下の端数切捨て） 

五泉市感染拡大防止対策補助金 

※書類は原則郵送 

 にて提出するよう 

 お願いします。 

マスクやアルコール消毒液、抗原検査キット等の購入費を支援します 
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１１月の行事予定 

2㈬ 五泉市青年団体交流会 五泉市赤海 

3㈭  五泉市美術展覧会・文化展 
ラポルテ五泉 

さくらんど会館 

8㈫ 経営革新（商品開発）セミナー 村松商工会館 

10㈭ 工業部会経営講演会・懇談会 五泉市村松 

12㈯ 
県立五泉特別支援学校村松分校

開校記念式典 
村松分校 

16㈬ 
五泉市観光協会正副会長会議 

新津税務署納税表彰式 

五泉市観光協会 

新潟市秋葉区 

17㈭ 
経営発達支援事業推進委員会・

金融懇談会 
村松商工会館 

22㈫ IT・SNS活用セミナー 村松商工会館 

24㈭ 個別金融相談会（一日公庫） 村松商工会館 

28㈪ よろず支援拠点個別経営相談会 村松商工会館 

令和４年度“新年賀詞交歓会”中止のお知らせ 

 例年１月上旬に開催しております「新年賀詞交換会(100名

程度参加)」の実施について、県及び県連合会による新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のための指導及び金融機関をはじめ

とした関係機関の対応状況等も踏まえ、今年度も開催を中止

することといたしました。 

 つきましては、これらの状況をご理解いただき、本事業の

中止についてご了承下さるようお願い申し上げます。 

 

 年末運転資金や設備資金、毎月の返済に係

る条件変更等、日本政策金融公庫の担当職員

が相談をお受けします。 

◆日時：１１月２４日㈭ 13:00～16:00 

◆会場：村松商工会館 ２階小会議室 

◆内容：①事業資金（運転・設備）の申込について 

   ②既存借入金の返済に係る条件変更等資金繰りについて 

   ③経営改善計画の作成について 

◆応対者：日本政策金融公庫 担当職員 

◆申込：事前予約制（申込締切：11月18日㈮）となっており 

    ますので、参加を希望される場合はお早めに村松商工 

    会へお問合せください。 

    （村松商工会 TEL:58-2201／FAX:58-8409） 

～日本政策金融公庫による国の制度融資～ 

「個別金融相談会（１日公庫）」のお知らせ 

 

日本政策金融公庫貸付利率（令和4年10月1日現在） 

 

◆普通（一般）貸付 （貸付限度額 4,800万円） 

    運転資金：５年以内/1.98～2.95％ 

    設備資金：10年以内/1.98～2.95％ 
 

◆新型コロナウイルス感染症特別貸付 

           （貸付限度額 別枠8,000万円） 

    運転資金：20年以内（据置5年以内）/1.13％ 

    設備資金：20年以内（据置5年以内）/1.13％ 

    貸付金利：当初3年間0.23％（4年目以降：1.13％） 
 

◆経営改善貸付（貸付限度額 2,000万円） 

    運転資金：７年以内/1.13％ 

    設備資金：10年以内/1.13％ 

 村松商工会と新潟県よろず支援拠点（公益財団法人にいが

た産業創造機構）の共催による経営個別相談会を開催しま

す。売上拡大、経営改善、商品開発、創業など、様々な経営

課題に関する相談に専門家が対応します。 

 相談は無料、秘密厳守です。ぜひご活用く

ださい。 

■日時：令和４年１1月２８日㈪ 

 13:30～16:00（１社45分） 

 ※事前に予約が必要となります。 

  相談をご希望の方は11/21㈪までに村松商工会へ 

  お申し込みください。 

■相談員：辰喜 太輔 氏（税理士・中小企業診断士） 

■会場：村松商工会館 相談室 

村松商工会＆新潟県よろず支援拠点 

無料経営個別相談会（11月開催分） 

 労働者（パート・アルバイトを含む）

を１人でも雇っている事業主は労働保険

（労災保険・雇用保険）に加入する必要

があります。まだ、労働保険の加入手続

きを行っていない事業主の方は、必ず管轄の労働基準監督署

またはハローワークで加入手続きを行うようお願いします。 

【労働保険に関するお問合せ先】 

○新潟労働局総務部 労働保険徴収課（℡.025-288-3502） 

○新津労働基準監督署（℡.22-4161） 

○ハローワーク新津（℡.0250-22-2233） 

・・・その他ご不明な点は商工会までお問合せください・・・ 

 ◆◇1人でも雇ったら労働保険に必ず加入を！◇◆ 

 ～労働保険適正加入推進強化月間～ 

商工貯蓄共済の主な特色（メリット） 

①貯蓄に重点   ②安心保障    ③低利な融資 
 毎月の掛け金は1口    万一の生命事故に   一定の条件のもとで、 
2千円で、その大部分は  備え、安価な共済料  運転・設備資金等の 
貯蓄積立金となります   で大きな保障       融資が利用できます 

「商工貯蓄共済」加入促進実施中！ 

 令和4年7月に配付された『ごせんにこにこ商品券』の使

用期限・換金期限が迫っています。 

 商品券の取扱店におかれましては、必ず期日までに換金手

続きを終えられるようお願いします。 
 

◆使用期限：令和４年１１月３０日(水) 

◆換金期限：令和４年１２月９日(金) 

◆換金方法：はばたき信用組合（五泉支店・村松支店） 

        普通預金口座への商品券預入による。 
 

・・・商品券のとりまとめ等準備はお早目に！・・・ 

～ 換金手続きを忘れずに！ ～ 

『ごせんにこにこ商品券』使用期限について 


